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四　外貨留成

　改革・開放政策への転換以来，外貨獲得の推
進刺激策として導入された外貨留成の１９８４年ま
での内容ついては，拙稿「中国改革・開放端緒
期における輸出振興政策措置１）」及び「中国改
革・開放端緒期の対外経済貿易推進各種優遇政
策２）」において既に述べてきた。本稿では１９８５
年の内容変更から始めよう。
　１９８５年３月，従来の「輸出商品外匯留成試行
弁法３）」を対外経済貿易部，国家計画委員会，
国家外貨管理局が再度修正して新たにまとめた

「輸出商品外匯留成弁法」が，国務院によって修
正批准通知された（１９８５年１月１日に遡って適
用）。この中では，国家建設，外債の償還，国際
活動を展開するために，外貨資金の増加と蓄積
は長期の任務として位置づけられ，その主要な
源泉は輸出にあると位置づけられ，各地区，各
部門は輸出計画任務を万全を尽くして超過達成
しなければならないとされている。これによる
外貨留成は以下の通りである。
① 批准を経て輸出業務を行う各種外貿公司が
輸出を行い，実際に商品輸出して当年収め
た外貨全額４）に対して一定の比率で外貨留
成を行う（従来前年を超える額に対して
行ってきたのに対し，全額留成に改められ
た）５）。

② 留成比率
ⓐ 機械・電気製品，セット設備・部品：５０％
ⓑ 軍工業部門の輸出軍事品：１００％（従来
通り）
ⓒ 原油，製品油，国家の統一分配に属する
もの：３％，国家の統一分配計画外で批
准を得て，代理輸出という特別の形で輸
出向けに増産される原油，製品油：全額
委託単位に留成，石炭輸出に替えて輸出
（外貨獲得上とかの事情…括弧内筆者注）す
る場合の原油，製品油代理輸出：５０％
ⓓ 各種外貿公司の委託加工（来料加工），輸
入加工（進料加工）の形で輸出する場合：
外貨純獲得額
毅 毅 毅 毅 毅 毅

の３０％
ⓔ ⓐ～ⓓを除く一般の輸出商品：２５％
ⓕ 各種外貿公司が輸出業務に要する外貨費

広島経済大学経済研究論集
第３３巻第４号　２０１１年３月

中国の計画的商品経済体制の下における対外貿易 
計画管理体系（１９８４～８７年）（Ⅱ）

片　　岡　　幸　　雄*

* 広島経済大学経済学部教授



用問題を解決するために，当年に達成し
た輸出商品で収めた外貨に応じて輸出商
品経営費用外貨留成を実行し，請負とし
て使用する。この場合にいう外貨獲得額
には総公司自身と分公司（支店）の外貨獲
得額が含まれるが，総公司が受け取り，
使用する。省，自治区，直轄市，計画単
列都市の各種地方外貿公司と，批准を経
て輸出経営権をもつ企業，企業連合体の
輸出商品外貨獲得額は，省，自治区，直
轄市，計画単列都市の経済貿易庁（委員
会，局または外貿局）が統一して受け取
り，各公司に支給する。
ⓖ チベット自治区：１００％（従来の規定通
り）
　内蒙古，新彊，広西，寧夏の４民族自治
区，青海，貴州，雲南３省：５０％

③ 分配使用
ⓐ 中央の部管理商品：地方と企業に８０％
分配，輸出委託部門（主管部門と貿易公
司…括弧内筆者注）に２０％
ⓑ 地方管理商品：地方に１００％
ⓒ 地方の得た留成外貨：原則的には商品
輸出を委託した企業に５０％６）

　今回の外貨留成に関する改定は，従来の超額
留成に比べて全額留成となっており，輸出外貨
の留成が大幅に大きくなっており，輸出の拡大
と外貨獲得に向けて，地方と個別経営単位の積
極性を発揮させる方向に大きく前進させたこと
が分かる。
　さらに国務院は，輸出を奨励し，一部の赤字
の発生する商品輸出問題を解決するために，対
外経済貿易部が１９８５年下達した輸出商品の計画
外貨黒字額７）を基数として，計画超過輸出分に
対し，地方が損益自己責任という条件の下，中
央と地方で三七の割合（地方七，中央三）で外貨
留成を分けることとするとした８）。
　なお，地方や部門が留成外貨を使用する場合，

国が下達した留成外貨による輸入計画額度内で
これを使用することとし，地方の計画超過輸出
による留成外貨については，下達した輸入計画
外で一部生産と市場の必要とする物資を輸入し
てもよいこととした９）。
　国務院は，１９８５年３月２８日広東省と福建省に
対する特殊政策を８５年以降８９年まで継続すると
する通知を発し，この中で両省の外貨留成につ
いて，①一般商品の輸出金額の留成比率をこれ
までの２５％から３０％に引き上げ，省が統一的に
使用計画を立てること，②“三来一補”項目の
外貨収入については，基数を超える部分は両省
全額留成する方法を継続することとした（広東省
の例では基数は２,０００万元）１０）。
　経済特区（深圳，珠海，汕头，厦门）について
は，外貨収入の１００％留成できる１１）。

五　財務管理の改革

　改革・開放政策への政策転換以前の時期の対
外貿易部面の財務管理につての基本的な内容に
ついては，拙稿「中国対外貿易機構の変遷（Ⅳ－
２）１２）」及び同シリーズ「（Ⅴ－４）１３）」で述べ
た。本稿では，改革・開放政策への転換以後の
状況について取り扱う。
　既に述べてきたように，１９７９年から広東省，
福建省両省に特殊政策と弾力的政策措置が採用
されたことによって，両省へ対外貿易権が下放
され，外貿企業の財務に対しては地方の請負制
が導入され，経済計算上一定の効果をもったが，
内外の客観的影響を受けることが大きくなり，
輸出コストも上昇し，企業経営に困難が生じた
ことから，８４年全国的に統一集中管理の必要性
に応じ，両省の対外貿易の財務もまた対外貿易
専業総公司を通じて，中央財政と連結すること
に改められた。このため部分的に財務管理に変
化はあったものの，全国的には外貿企業の財務
管理に大きな変化はなく，大きな変革は１９８８年
までまたなければならなかった１４）。
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１　利潤分配の改革

１　外貿企業に対する利潤分配の改革

①　企業基金の試行
　１９７８年から国務院の批准した財政部国営企業
基金規定を試行開始した。これでは，独立経済
計算単位としての外貿企業は，販売額，購入額，
利潤額，費用水準，資金回転の５つの計画指標
を全面的に達成した場合，当該年の賃金総額の
５％を企業基金として受け取ることができる。
指標を完遂できなかった場合は，それに応じて
減額される。対外貿易運輸企業，貿易商品包装
企業，独立経済計算メーカー（加工も含む）企業
にも，各々査定指標が設定された。企業基金規
定では，さらに企業主管部門（対外貿易部）が計
画超過利潤企業基金を５％受け取ることができ
る。このやり方は，企業基金を国家への貢献，
経営の善し悪しと直接結び付けることによって，
経済効率の重視に影響を与るところとなったが，
計画超過利潤企業基金という性格は改められて
おらず，上部に高度集中した形でこれが受け取
られ，企業経営に的を絞った形で，両者の関係
が明確にされないままに残されていた。
②　全額利潤比率留成の実行
　１９８０年から直接輸出業務をやっていない外貿
企業に対して，漸次全額利潤比率留成を推進し
ていった。１９８０年３８単位の加工工場，輸送・倉
庫業務部分を選んで，基数利潤留成の上に増加
利潤留成の方法を試験的に実行した。前者は
１７％，後者は３０％，三年固定という内容である。
これによって生産の発展に対して財務上の機動
性が与えられる，優れた成果が現われた。１９８２
年対外貿易運輸公司系統で，留成資金による企
業の拡大再生産，従業員福利厚生，奨励金に対
する支出問題を解決するために，全額利潤比率
留成の試験的導入が開始された。１９８３年からは，
輸出向け商品買付，手配を行う地方及び県レベ
ルの外貿企業（加工工場，飼育場，輸送業務部分
を含む）に対して，全額利潤比率留成を試験的に

導入した。査定の指標は，利潤額，手配実績販
売額，資金回転，費用水準の４つの指標である。
留成比率の全国平均では４０％，各企業の留成比
率は専業公司系統級上下系統で査定される。こ
れとともに，外貿専用の倉庫部門でも，倉庫の
整備・充実をはかるために，全額利潤比率留成が
６０％として導入された。１９８４年にはさらに，輸
入業務を主とする外貿企業（例えば，技術，科学
測定機器・計器等の輸入公司），輸出向けサービ
ス外貿企業（例えば，広告，コンサルタント）に
対しても全額利潤比率留成が推し進められた１５）。
③　輸出企業に対する増加利潤額分配・減額利
潤自己負担輸出奨励の導入，損益自己負
担テストケースの開始

　１９８４年から直接輸出を行う外貿企業に対して
は，漸次利益増加部分に対して利潤分配（留成で
はない），利潤が減った部分に対しては自己負担
とする輸出奨励法を導入し，損益自己負担テス
トケースの実行を開始した。１９８４～８６年の期間
に輸出コストを査定し，利潤増加部分に対して
は企業に一部利潤を分配（留成ではない），この
部分の６０％は生産発展資金に用い，４０％は職
員・労働者の福利厚生と賞与に用い，利潤が減っ
た部分に対しては自己負担とする輸出奨励法を
実行することとした。この実施は，外貿企業の
輸出優先と輸出コストの管理上積極的な役割を
果たした。
　１９８７年からは輸出奨励法を改めた。この新た
なやり方は，外貿企業の輸出に対して，１ドル
の外貨収入に対して人民元２分と外貨額度１セ
ントの奨励金を与えるというものである。この
場合の審査の基準は，①輸出外貨収入，②総輸
出コスト，③利潤総額の３つの計画指標で，
各々別々に査定して奨励金を与えるということ
になっている。どの１項目指標が達成されなく
ても，規定の比率に応じて減額される。企業が
得た輸出奨励金の７０％は生産の発展用に，３０％
は職員・労働者の福利厚生と賞与に使用するもの
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とする。外貨額度奨励金は規定による使用の外，
もし余りがあったら規定に応じて外貨調整市場
で使ってもよい。この方法が導入されてから，
これによって輸出奨励金を受け取る単位は，輸
出入総公司から独立した経済計算単位として直
接輸出を行う外貿企業に改められ，上記３つの
計画指標を達成しさえすれば，上級単位とは離
れて独立に輸出奨励金を受け取ることができる
ような立場になった。このため，個々の企業は
輸出拡大と効率を重視するようになり，輸出外
貨獲得に有利な影響を与えた。
　１９８７年からは，専業輸出入総公司に対して輸
出における請負経営責任制を実行した。対外経
済部は輸出外貨，輸出コスト，利潤総額の３計
画指標を専業輸出入総公司に請負させ，総公司
はこれを各々の系統ごとに上下関係を通じて
分・支公司に分解して請負わせ，最終基層単位に
まで請負指標を下ろしていき，基層単位では職
場の室，科，個人に請負指標を下ろし，請負指
標の達成をはかるべく努め，利益増加部分につ
いては全額利潤を与え，赤字が出た場合は自己
で補填するというシステムを採用した。同時に
輸出奨励金をこれと併せて実行し，利益増加に
よって得た資金は赤字発生時の赤字補填と生産
の発展にのみ使用することし，責任・権利・利
益を緊密に結合するようにした。このやり方は，
輸出を利益と同歩調で伸ばしていくのに顕著な
役割を果たしたといわれる１６）。
　この成果を踏まえて，１９８８年からは対外貿易
の全面的請負経営責任制の導入をはかったが，
これについては，また稿を改めて述べることと
する。
２　輸出貨源供給企業に対する外貨獲得奨励

措置

　この時期，輸出貨源供給企業であるメーカー
や輸出商品の買付商業企業などに対する外貨獲
得奨励措置も実行された。１９８６年国務院は「関
于鼓励出口商品生産拡大出口収匯的通知」を発

し，この中で，輸出商品メーカー或いは輸出商
品の買付商業企業等の輸出貨物卸売流通企業に
対し，８５年の輸出外貨獲得実績を基数として基
数内であれば１ドルにつき人民元３分，基数を
超える部分については１ドルにつき同１角を奨
励金として分配すると定めた。この奨励金は，
外貿企業経由でこれら企業に分配される。税引
後のこの奨励金は大部分が生産の発展用に，一
部は職員・労働者の賞与に使用されることとされ
た。実際には，技術的に基数の確定が難しく，
輸出外貨獲得奨励金のその時々の貨幣受取額に
影響が出たために，基数内と基数超過分の奨励
金を一本化し，１ドルにつき５分と改められた。
この措置によって，従来生産と販売がうまく結
び付いていなかった状況がうまく結合され，全
体として輸出貨源増加に向けての積極性が動員
されるようになり，以降年々輸出拡大に向けて
の物的基礎が整えられていった１７）。

２　貿易の財務計画管理

１　貿易会計制度の改革

　１９７６年までの貿易会計制度については，拙稿
「中国対外貿易機構の変遷（Ⅴ－４）１８）」で触れ
たが，１９７８年以後貿易会計制度は新しい段階に
入り，従来の制度と関連規定を全面的に改めて
いく過程が始められ，８２年対外貿易部は新しい
貿易会計算制度を制定した１９）。１９８４年３月３日
制定された「国営企業成本管理条例」の中では，
国営外貿企業のコスト管理も含めてコスト管理
がはかられるようになり，これに合わせて，財
政部は「国営商業，外貿企業成本管理実施細則」
を出している２０）。
　１９８５年以前は，商業各部門の会計制度は中央
の各行政主管部門によって定められていたが，
対外貿易部は新たな時代の要請から全体的な方
向づけを改め，それに合わせて具体的科目（例え
ば，国外商品の代理販売とか，加工・組立貿易，
補償貿易等に対する処理対応等），表式，徴慿な
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どの必要文書類の整備をはかった２１）。１９８５年に
国は「中華人民共和国会計法」を公布し２２），全
国会計活動と国家統一会計制度は，財政部が
「会計法」に基づいて，主管行政部門と連合して
制定し，公布すると規定した２３）。これに合わせ
て，１９８７年新たな貿易会計制度が制定され２４），
この制度は外貿企業だけでなく，工貿公司や地
方経営の輸出入を行う企業も，これに照らして
執行できるようになった２５）。
２　財務体制の改革

①　中央財政全面依存，中央財政予算管理に
よる財務管理改革の試み

　既に拙稿「プロレタリア文化大革命・四人組
期の混乱収束から改革・開放への転回過程にお
ける中国対外経済貿易機構の再編（Ⅲ）２６）」で述
べたように，１９８０年から，外貨留成を行うと同
時に，広東省と福建省においては，従来対外貿
易の損益はすべて中央財政によって統一的にま
かなうという体制が改められ，両省の貿易につ
いては中央財政一括まかない体制から，中央財
政と両省各々が財務を分担するというように改
められた。具体的には，１９７８年の貿易外貨獲得
額実績を基数として，１９８０年から，基数部分に
おける輸出赤字は中央財政負担，基数を超えた
輸出増加部分の赤字については，実際の為替
レートで計算し，外貨増加獲得部分の３０％を中
央に上納するという条件で，中央財政と両省で
分担するというやり方を実行した２７）。
　その他の地方に対しては従来の通り，貿易の
財務は中央財政によって統一的にまかなわれる
体制のままであった。具体的には，商品輸出し
決済する時，全国の輸出商品の平均外貨転換コ
ストに基づき，先ず銀行が為替レートで人民元
で支払をし，その外の部分は対外経済貿易部と
して埋め合わせるというシステムである。個別
商品で赤字が出た場合，対外経済貿易部の同意
を経て，一定の時期に一定の枠内で個別単位に
補填が与えられる場合もある２８）。

　１９８２年からは，対外貿易の財務は中央財政と
地方政府が各々分担する範囲が拡大され，沿海
九省・市・自治区では，査定された平均外貨転換
コストに基づき，独立に損益計算して，地方財
政に組み込むこととされた。具体的には，１９８１
年の輸出部分の損益を基数として，赤字部分は
中央財政の当該計上項目支払とし，利益部分は
地方当該計上項目として中央財政から切り離す。
１９８２年の輸出増加部分の損益については，利益
部分は地方財政に組み込み，赤字部分について
は外貨使用別赤字負担原則で，各々中央と地方
財政に割り振ることとした２９）。
　前稿でみたように３０），１９８４年９月１５日の「国
務院批転対外経済貿易部関于外貿体制改革意見
的報告的通知３１）」の中では，各種外貿企業に漸
次輸出入代理制が導入され，これら外貿企業は
独立計算，損益自己負担単位となるよう提起さ
れた。この中では，代理制によって外貿企業の
赤字は貨源供給単位であるメーカーに転嫁され
はするが，最終的に輸出商品生産企業の赤字に
ついては，中央で赤字をまかなうにせよ，地方
で赤字をまかなうにせよ，如何にして赤字をま
かなうかがはっきりしなかった３２）。結局実際に
は，対外貿易は内外の客観的要因が絡み合い，
輸出コストの上昇のため，企業経営が困難な状
況が改善し難く，１９８４年からは全国的に中央に
集中管理を強化せざるを得なくなり，広東省と
福建省においても，貿易財務は対外貿易専業総
公司を通じて中央財政と連結していかざるを得
なくなった３３）。この時期，対外貿易の財務上の
改革は部分的なものにすぎず，本格的改革は
１９８８年の改革をまたねばならなかった。
②　財務計画の内容と流動資金計画・管理
　Ａ　財務計画の内容と編成，実行，検査
　貿易財務計画は，大別して利潤計画，商品流
通費計画と流通資金計画から成る。
　利潤計画は，計画期内の各々の項目の貿易経
営の財務成果計画で，各々の項目毎に分け，自
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営輸出入，代理輸出入，国内営業，割当配分な
どの利潤計画とその他の損益計画である。
　商品流通費計画とは，計画期内の貿易商品流
通過程における各々の費用・支出計画で，各々
の業務毎に分けられる。輸入商品流通費計画と
輸出商品流通費計画が含まれ，費用支出項目毎
に１０項目余の計画とされている。
　流通資金計画は，計画期内の外貿企業の各々
の項目の流通資金の源泉と運用計画である。貿
易資金の源泉は，主として銀行借入，自己資金
と手元決済資金などから成る。
　貿易財務計画管理は，主として貿易財務計画
指標体系を通じて外貿企業に対して各々の計画
指標を査定し，これにもとづいて検査し，外貿
企業の計画期内における財務成果を審査する。
貿易財務計画指標には，ⓐ利潤計画指標（利潤総
額，自営輸入利潤率〈輸入１ドル当たり損益〉，
自営輸出利潤率〈１ドル当たり輸出損益〉），ⓑ費
用計画指標（輸入費用水準，輸出費用水準），ⓒ
資金計画指標（銀行借入計画，流動資金回転数）
が含まれる３４）。
　１９５３～７８年の期間の中，内陸部の外貿企業の
財務が地方財政予算に組み込まれた７１～７５年の
４年間を除き，貿易財務は中央財政によって統
一的にまかなわれる体制が取られてきたことに
ついては，拙稿「中国対外貿易機構の変遷（Ⅴ－
４）３５）」で既に述べた通りである。
　貿易財務計画は，主として当該年度の貿易商
品流通計画を基礎として編成される。即ち，輸
入，輸出，国内販売，買付等の計画に基づき，
各種価格や各項目の金額に対して予測・調整す
る。一般的には，商品流通計画が下達された後，
各級の上下関係を通じて財務計画を編成して上
部に上げる。外貿企業が財務計画を編成する時
には，幹部，財務・会計部門，計画部門，実際の
営業部門が協議し，当地の貿易行政部門の審査，
意見を添え，級を逐って対外経済貿易部まで上
げる。対外経済貿易部はこれに基づいて全体の

系統的財務計画を総合編成する。
　全体の系統的貿易財務計画は国家批准を受け
た後，対外経済貿易部は各々の系統別に査定に
応じて，各対外貿易総公司に下達し，総公司は
級を逐って基層外貿企業まで下ろし，同時に当
地の貿易行政部門に写しを送り，確実な遂行の
督促を依頼する。
　Ｂ　流動資金計画の計画・管理
　改革・開放前の時期の外貿企業の流動資金計
画と管理については，拙稿「中国対外貿易機構の
変遷（Ⅱ－１）３６）」及び「同（Ⅲ－１－②）３７）」
を参照されたい。
　１９７９年からは外貿企業に対して企業自主権が
拡大され，外貿企業自体に対する分配政策も拡
大されたことについては既に述べた通りである。
１９８３年からは国営企業の流動資金はすべて銀行
から統一供給・管理されるようになり，財政部は
外貿企業が自己で有する自己資金を割り当て支
給しなくなったので，自己資金は主として自身
に分配，残される利潤の中から積みあげられる
ようになった３８）。
　１９８０年以前は，流動資金計画の銀行貸付計画
指標は，対外経済貿易部と銀行部門が共同で審
査・批准・下達していたが，８１年からは金融体制
の改革によって貿易の貸付計画の編成・審査は，
中国銀行系統にしたがって行われるように改め
られ，中国銀行の責任で編成されるようになり，
各レベルに下達・執行されるようになった。各級
の外貿企業は銀行の規定によって編成された貸
付計画にしたがって，当該地銀行の責任で審
査・批准し，貸付を取り仕切る３９）。１９８０年代中
期からは外貿企業の拡大する資金需要に対応す
るために，貿易財務・会計部門は資金活動に重点
を置くようになり，銀行の協力を取り付けて，
積極的に資金調達に動き，輸出任務の達成をは
かるようになった４０）。
　流動資金の管理については，資金管理の原則
を明確にし，監督・管理の強化を実行していっ
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た。輸出商品の買付をきちんとするために，買
付資金管理を強化した。１９８４年以前は，従来の
輸出商品買付の計画体制を通じて，買付資金は
分級，分類管理を実行してきた。１９８５年から買
付計画が行われなくなって以後は，分類管理を
主とした管理となった。これは，商品の輸出状
況に基づいて，輸出需要が旺盛か低調かといっ
た区分，仕入と輸出がバランスがとれているか
否かといった区分に応じて，資金管理をする方
法である。これはまた，買付活動の中で輸出商
品の質に重点を置き，輸出需要に合わない商品
の買付を抑え，合理的でない輸出に歯止めをか
けるためでもあった。当然ながら，在庫商品の
資金管理を強めるために，在庫管理をきちんと
することよって在庫商品の適切な対応（加工し直
すとか，国内販売に回すとか等）をはかった。
１９８７年以後は，この管理は貿易系統では恒常的
な活動となった。
　対外貿易の発展をはかるために，決算資金の
管理を強化し，できる限り輸出代金の安全かつ
遅れのない回収をはかるための管理が強化され
るとともに，資金管理全般にわたる管理法とし
て，資金供給指標，在庫基準指標，資金回転指
標，資金使用工夫指標，未回収資金回収等の任
務を下部に分解する形で，職務担当責任単位ご
とに責任制を導入していった。
　さらに，外貿体制改革と金融体制改革の進展
につれて，貿易部門と銀行部門のタイアップし
た形での対外貿易発展のための積極的推進活動
が進められていった４１）。
　Ｃ　基本建設投資
　貿易に関する基本建設投資資金は，１９７９年以
前は年度予算基本建設投資資金を主要な源泉と
していた。１９５３～８８年に供給されたこの累積投
資額は２２億２千９百万元であった。改革・開放
以後，年度予算内基本建設資金は減らされ，対
外貿易部門独自の基本建設投資資金自己調達部
分が増加してきた。１９８５年からは，国は一部の

貿易予算の基本建設投資に対して配分から貸付
に改めた。
　自己調達基本建設投資資金は，１９７９～８８年の
間に累計９億９千４百万元であった。
　建設銀行の貸付は１９８１～８８年までの間に７千
２百万元であった。性格別に与えられた貸付と
しては，１９７７年から貿易部門の関連工業部門貸
付，外貨貸付，短期貸付，専用プロジェクト貸
付などが増加し，１９８８年までに総額３５億６千百
万元が投資された。さらに，１９８８年までに簡易
建設費が累計１４億７百万元あるが，これは基本
建設投資で十分でない大量のセットとして必要
な簡易的な倉庫，貨物置場，若干の加工を施す
ための付属施設などの建設に使用された。この
外に，対外貿易系統の末端企業の倉庫，貨物置
場等の建設資金，輸出商品生産支援技術用の資
金等が含まれる。
　１９８８年以前における対外貿易に関する基本建
設資金の管理は，相当部分中央計画管理体制で
行われ，統一計画と分級管理の方法で実行され
た。この内容は以下の通りである。
　ⓐ 計画管理
　年度基本建設計画は，塊を主とする原則に
よる条塊結合の方法をとる。塊を主として計
画を編成し，上級に上申，審査・批准の後下達
される。
　ⓑ プロジェクト管理
　一般の大型プロジェクト（冷凍倉庫１万ト
ン以上，その他のプロジェクトでは総投資額
が３千万元以上）は国家計画委員会管理，小型
プロジェクトのうち中規模で投資額が比較的
大きいもの（３００トン以上の冷凍倉庫及び総投
資規模が３００万元以上の冷凍倉庫以外のもの）
は対外経済貿易部管理，上記の二つのプロ
ジェクト額以下のプロジェクトは各地方の対
外貿易主管部門が関連部門と合同で審査・批准
し，対外経済貿易部に報告し，記録する形を
とる。
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　ⓒ 物資管理
　基本建設投資に必要とされる物資は，統一
分配物資，部管理物資，地方管理物資の３つ
に分けられる。各地の対外貿易主管部門は，
前二者の物資については，必要材料・設備案を
編成し，これを付して計画を申請する。対外
経済貿易部は全体のバランスをとった後，国
家計画委員会と関係物資供給部門に各々申請
する。国家計画委員会と関係物資供給部門か
らの供給指標下達を受けた後，指標を各地に
振り分け，現地供給部門或いは生産単位に発
注し，不足部分は対外経済貿易部が解決をは
かる。
　ⓓ 財務管理
　当然ながら，建設単位は予算にもとづき実
行するが，この場合予め設定された割当額が
あり，支出は基準に応じて行い，できるだけ
コスト低減に努めることが要求される。各地
の対外貿易主管部門は年度基本建設財務計画
を編成し，対外経済貿易部に報告し，それに
基づいて工程計画，投資計画，予算と工程の
進行に合わせた支払を行う。年度末には対外
経済貿易部に年度財務会計決算と建設完成状
況を報告し，検査を受ける。

１９８８年からは制度が改められるが，これについ
ては後に触れる４２）。

六　対外経済戦略を組み込んだ自立的企業
体制構築に向けた税制の枠組

　中国の税制について詳細に述べることは本来
本稿の課題外のことであるが，以下税制改革の
全体像を一瞥するのは，次のような理由による。
　この段階で，中国財政体制は，従来の企業か
らの利潤上納制から課税徴収方式に向けて大き
く舵を切ることになるが，その全体的編成替え
は，経済実態から見れば，自立的企業経営体制
構築への道を強力に推進するということをうけ
た制度改革であることから，そこでは貿易を含

めた経済の大きな動態的うねりが出現し，この
うねりが国際的に奔流となって突き進んでいく
動態的過程を眼中においておかなくてはならな
い。ここでは動態は二重の動態的構造として出
現する。先ず，ことごとくの経済主体が自主経
営主体としての生命力を体化する。次にこの中
で，比較優位に応じた国際分業体制の構築と資
源配置の動きが出る。それ故に，この新たな動
きは二重の視点でとらえられなければならない。
すなわち，全体の税制改革を俯瞰し，そこに内
包される動態的意味をつかんだ上で，輸出入に
対する優遇税制とか，内資企業と外資系企業等
に対する税制上の差異の対比などをみる必要が
ある。改革の中心軸は，新設の所得税と新しく
編成された流通税であるが，本稿では，これに
合わせて新たに創設された他の税，従来からの
税も合わせて，先ず税制改革とその全体的枠組
をみながら，その枠組とその中に組み込まれた
対外経済関係税制の脈絡をつける。外資系企業
に対する税制上の位置づけは，それ自体として
は直接貿易と無関係なようにも見えるが，外資
系企業がその後の中国貿易上における主軸的主
体としての地位を占めるようになっていったこ
とを見れば，内的に不可分の深い関係をもって
いることが分かる。改革による編成替えを簡単
に図式化すれば，次頁の図のようになる。

１　所得税

１　農業税

　農業税に関しては，１９５８年に制定された「中
華人民共和国農業税条例」を骨子とするが，改
革・開放後農村経済体制の深化・発展にともな
い，各種形態の個別農家あるいは集団の農業生
産請負制が広まるにつれて，農業税の課税方法
も従来と異なった方法を採用せざるを得なくな
り，集団を単位として農業税を課するとか，個
別農家の請負に応じて課税するとかいった方式
を採用せざるを得なくなった。国営農場につい
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ては農業税と利潤上納が併用されるが，１９７９年
以後農場開墾企業が財政請負をした場合は，損
益自己負担の独立経営として農業税のみを課す
る。また，育種・育苗・種畜・蚕桑茶果薬等園芸特
産作物農場は一般には農業税のみを課する。農
業所得のある企業（国営企業，地方企業，中外合
弁工商企業），機関，部隊，学校，団体，寺廟等
のこれら経営単位に対しては，いずれも農業税
を課する。自留地をもつ農村合作社社員は１９８１
年からは，６１年の規定標準を超える部分につい
ては飼料地も含めて農業税を課する。また，独
立農民及び農業所得のあるその他公民に対して
も農業税を課する４３）。
　上述「農業税条例」においても，農業生産の
発展を奨励するために，反当収量の向上，耕地
面積の拡大に対する減税や免税が規定されてい
たが，１９７９年の「関于加快農業発展若干問題的
決定」によっても，より優遇が与えられること
になった。また，科学的農業を奨励するために
農業科学研究機関や農業大学が試験的に使用す
る土地，少量の空き地などから得られる農業所
得に対しては免税とされる。
　この外，自然災害地域の納税人に対する税減
免措置，自然災害以外の原因によって納税が困
難な農民に対する社会的税減免措置が設けられ
ている４４）。
　１９７９年から８３年かけて農業税課税所得の調
整４５）行われ，８３年１１月「農林特産収入征収農業
税的若干規定」，８５年１１月「国務院批転財政部
関于農業税改為糧食“倒三七”比例価折代金問
題請示的通知」が出され，農業税改革が推し進
められた。
　前者は棉花，麻類，葉タバコ，植物油原料，砂
糖原料以外の経済作物所得，園芸作物所得，国
務院の規定によるか批准した農業税課税対象と
なるその他の所得に課する農林特産税である４６）。
　後者は，従来一般に現物食糧で徴税していた
のを，現物での課税計算したものを代金換算し

て徴税する方式への転換に関する。中国では長
期にわたって，農業税は食糧現物納税を主とし，
これと併せて棉花，落花生，葉タバコ等経済作
物の徴税方式をとっていたが４７），１９８５年から食
糧，棉花の統一買付を取り止め，契約予約買付
に切り替え，その他の統一買付，公定価格割当
買付も漸次外していった。
　１９８５年の上記「通知」の主要内容は以下のよ
うである。上述の代金換算による徴税の場合の
査定は，当地の主要食糧穀物の平年生産量にも
とづき統一的に換算するも，国家規定により，
主要食糧穀物を“倒三七（逆転した三七）”買付
価格比率で換算する。これは具体的には，農業
税の３０％は元の統一買付価格（平価）で計算し，
７０％は元の統一買付価格の割増価格で計算する
という徴税方式である。これは，従来の食糧穀
物の統一買付を契約予約に切り替えていった状
況を踏まえて，実物税をから完全な貨幣納税へ
切り替えていく過程での過渡期的方法として実
施されたものである４８）。
２　企業所得税

　〈国営企業所得税〉
　建国以来税制改革を行うまで，中国は国営企
業に対してはずっとその利潤に対して上納する
制度をとり，中央政府で統一的に財政収支を統
括し，配分する体制をとってきた。赤字企業は
国家財政から補填され，企業の生産発展に必要
資金は国家財政からの配分と銀行貸付によって
いた。
　このような体制の下では，企業が国家の付属
物となり，実現した利潤も自己で使用できず，
赤字の場合経済的責任はないということになり，
責任，権限，利益の三者が内的に結合しておら
ず，企業では所謂“大釜の飯を食う”という現象
が現われ，職員・労働者の積極性，主体性，創造
性が殺がれ，社会的生産力の発展が阻害されて
きた。改革・開放後，個々の国営企業の職員・労
働者の積極性，主体性，創造性を発揮させ，社
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会的生産力の発展をはかろうとして，利潤分配
制度の試みが数度にわたって行われ４９），基本的
には国家財政からの赤字補填によらず，企業の
経営による独立採算体制の構築と新たな国家財
政の確立が指向されてきた５０）。
　この方向の積極的推進の第一歩として１９８３年
から導入されたのが，利改税第一次改革である。
国有企業に対する利改税の目的は，これまでの
国営企業の上納利潤体制を，国家の規定した税
種と税率に応じて税として納める体制に改め，
納税後の利潤は完全に企業の支配下に置くよう
にするということである５１）。
　第一次の改革は，利潤のある国有企業に所得
税を課し，分配制度上税と利潤を併存させる方
法である５２）。要点的にいえば，利益のある国営
大中型企業（金融・保険も含む）に対して，実現し
た利潤の５５％を所得税として課する。さらに，
所得税納付後の利潤の中から一部国家に上納し
（逓増請負上納法，固定比率上納法，調節税納付
法，定額請負上納法があり，三年固定），一部は
企業に留保が許される。利益のある国営小型企
業は，実現した利潤に応じて八級の所得等級別
課税による５３）。ホテル，招待所，飲食サービス
公司は，いずれも１５％の所得税を納付し，国家
は何の手当もしない。税引き後の損益発生企業
ついては商業主管部門が調整する５４）。
　軍の工業企業，郵便・電信・電話企業，食糧・
穀物企業，対外貿易企業，農牧企業，労働改造
矯正施設企業は従来の通りとし，条件の整った
時期を見て利改税の方法を実行する５５）。
　赤字企業に対する赤字補填については，①国
家政策上の原因から生じたものについては定額
補填あるいは計画補填等を継続する。この範囲
を超えた部分については補填せず，赤字を減ら
した部分については一定の比率で企業に分配す
る，②経営管理上の責によって生じた赤字につ
いては，主管部門の責任によって期限を限って
整頓を進めるようはかり，規定の期限内で財政

部の批准を経て赤字補填を行うが，この期限を
超えては補填を行わない５６）。
　国営企業第二次利改税改革は，その後の税制
改革についての全体的枠組構想を踏まえて行わ
れた。全体的構想は，「国務院批転財政部関于在
国営企業推行利改税第二歩改革的報告的通知」
（１９８４年９月）で謳われている。報告の主要内容
は，①同改革は同年１０月１日から全国で試行，
②「国営企業第二次利改税試行弁法」と，これ
と合わせた改革のその他の税の「税収条例」の
制定，③地方税を４種とし，今後時期をおいて
課税する，というものであった。「国営企業第二
歩利改税試行弁法」では，国営企業に課される
利改税は，現行の工商税を納税対象により産品
税，増値税，塩税，営業税に分け，第一次改革
で設けた所得税（５５％），調節税５７）に改善を加え
たもの，新たに資源税，都市維持建設税，家屋
税，土地使用税，車両・船舶使用税（前４者の課
税は今後時期をおいて課税する）である。国営企
業が納付してきた屠殺税，ボイラー・工業炉オイ
ル税，農業税，建築税，賞与税については従来
通りとする。国営小型企業で利潤計上企業は，
実現した利潤に応じて新たな八級の所得等級別
累進課税（１０～５５％）５８）による。一般的には，損
益自己負担とし，国家はその後の手当をしない
が，利潤の多い企業に対しては一部請負費とし
て納税させることができる。具体的には省レベ
ルの政府で確定する５９）。ホテル，招待所，飲食
サービス公司は，いずれも上述八級の所得等級
別累進課税による。軍の工業企業，郵便・電信・
電話企業，食糧・穀物企業，対外貿易企業，農牧
企業，労働改造矯正施設企業，逓増請負試行企
業は従来の通りとするが，後述の関連その他の
税には課税する。利潤，企業間の貸借利子の上
納，職員・労働者福祉基金，賞与の取り扱いは従
来通りとする。赤字企業に対する赤字補填につ
いては，上述①と②については従来通りである
が，１９８３年には利益を計上したが，調整税率と
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新税賦課によって赤字となったか，同年の合理
的利潤水準に満たない企業は，３年内は産品税，
増値税，営業税の減税がある。これら企業で利
潤がわずかな企業には，所得税と調節税を課さ
ない６０）。利潤逓増請負上納法等を試行している
企業は，期限到来に合わせて利改税の方式に移
行することとする。批准を受け利潤逓増請負上
納法等継続する企業には，１９８４年第４四半期か
らは産品税，増値税，営業税，資源税を課する。
民族自治地方は，国家の統一審査・批准による税
減免による外は，地方財政収入に属し，税制上
の配慮と奨励の必要のあるものについては，省
と自治区人民政府の批准を経て税の減免をする
ことができる。国営企業第一次利改税改革以来
企業に残された利潤の一部を主管部門が集中し，
重点的に使用するやり方は踏襲される６１）。なお，
「国営企業所得税条例（草案）」第５条には，特殊
な状況下における税の減免についての方針が述
べられており，条件的に所得税の減免措置があ
る６２）。
　〈集団企業所得税〉
　集団企業所得税の成立の経緯からみると，
１９５０年１２月政務院公布の「工商税暫行条例」で
は，すべての非全人民所有制企業（集団企業，私
営企業いずれも含む）に対して所得税を課するこ
ととし，２１級の全額累進税率を実行したが（商工
業の社会主義的改造が行われた後は，私営企業
が存在しなくなった），１９５８年工商税の中の営
業税は工商統一税に入れられ，所得税は独立の
税種となり，工商所得税は実質的には集団所有
制企業（予算外企業も含めて）に対する所得税と
いうことになり，集団企業の各々異なった類型
ごとに異なった税率を適用するということに
なった。１９６３年の調整によって，一般には超額
累進税率方式に変更された。１９８４年予算外企業
が国営企業の所得税課税の範囲に入れられ，８５
年工商所得税の適用範囲は主として集団企業と
いうことになり，「中華人民共和国集団企業所得

税暫行条例」が発布され，８６年には集団企業所
得税から独立して，個人経営商工業者の所得に
対しては「城郷個体工商業戸所得税暫行条例」
が発布された６３）。税率は，国営小型企業に適用
される上述八級の所得等級別累進課税税率と同
様である。同上「集団企業所得税暫行条例」第
４条には，状況を斟酌した税の減免についての
条件的所得税の減免措置がある６４）。
　〈個人経営商工業所得税〉
　改革・開放前の１９７６年末全国の個人経営商工
業従事者は１８万人であったが，７９年から発展を
遂げ，８８年には１,４５２万７千戸，２,３０５人に膨ら
んだ。当初は労働者を雇用することは許されて
いなかったが，これは守られることなく急速に
発展していった。１９８２年に通過した「中華人民
共和国憲法」の中で合法的地位を得，８６年の
「中華人民共和国民法通則」でも個人経営商工業
者が法律概念として設定された６５）。上述の通り，
８６年に「城郷個体工商業戸所得税暫行条例」が
制定された。これによると，雇用人員が全くな
いか，雇用人員が８人を超えないこと６６），所得
税としては十級の所得等級別累進課税税率（７～
６０％）とされ，年間の納税すべき所得税額が５万
元を超える場合には，超過部分に対しては１０～
４０％が加算課税される。本税に対しても，状況
を斟酌した税の減免についての条件的所得税の
減免措置がある６７）。
　〈私営企業所得税〉
　本稿のシリーズは基本的には１９８４～８７年の期
間を対象としているので，１９８８年６月発布され
た「中華人民共和国私営企業暫行条例」及び
「中華人民共和国私営企業所得税暫行条例」によ
る私営企業所得税については後の稿で取り扱う
べきであるが，全体的税制の枠組を示す目的か
ら，本稿で触れることをお許し願いたい。
　「私営企業暫行条例」によれば，「私営企業と
は企業資産が私人の所有に属し，雇用者８人以
上の営利性経済組織をいう」（第２条）とあり，
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「社会主義公有制経済を補充するものであり，国
家は私営企業の合法的権利を保護する」（第３条）
と述べられている。私営企業は，独資企業（単一
個人の出資，無限責任），共同経営企業（２人以
上の個人が協議投資，共同経営者無限責任，所
謂パートナーシップ企業），有限責任公司（投資
者は出資の限度まで責任を負い，公司はその全
額資産までの責任，投資者２人以上３０人以下，
法人格あり）の三種６８）に分かれる。私営企業所
得税率は３５％である６９）。なお，１９８８年「私営企
業暫行条例」発布前の時点で，私営企業の実体
を具えた企業は２２万５千社といわれている７０）。
３　個人所得税

　〈個人所得税〉
　個人所得税は１９８０年９月に公布された「中華
人民共和国個人所得税法」による。個人所得税
は以下の場合の個人所得に課される。①「中華
人民共和国内に，一年又はそれ以上居住する個
人は，中国国内又は国外で得た所得から，本邦
の規定に従い，個人所得税を納付することとす
る」。②「中華人民共和国内に居住しないか，あ
るいは居住が一年に満たない個人は，中国国内
で得た所得のみから個人所得税を納付すること
とする７１）」。具体的な対象となるのは，以下の通
りである。
① 賃金・給与所得：所得等級別累進課税税率，
５～４５％（毎月の所得額から８００元を減じた
超過額に対して課税─８００元以下は免税）
② 労務報酬所得    　  

③ 特許権使用料所得
④ 財産賃貸所得７２）

⑤ 利息・株式配当・割増配当金所得
⑥ 財政部が税金徴収を定めたその
他の所得７３）

　〈個人所得調節税〉
　上述「個人所得税法」は当初中国公民に対し
ても，外国人に対しても適用されたが，その後
１９８６年９月２５日中国公民に対してのみ適用され

２０％

る「中華人民共和国個人所得調節税暫行条例」
が発布され，８７年からは「個人所得税法」は外
国人に対してのみ適用されるようになった７４）。
これは改革・開放後，国内の所得格差の拡大を
防ぐために調節目的で

毅 毅 毅 毅 毅

，特別に設けたもので，
これによって中国の公民に対しては上述の「個
人所得税」の適用が停止された７５）。
　「個人所得調節税暫行条例」では，「個人所得
税法」での上記①，②，④と請負・下請負収入を
一括して綜合所得として取り扱い，２０～６０％の
累進課税税率が適用されることとなっており，
「個人所得税法」の税率よりも税率が高くなって
いる。また，「個人所得税法」における賃金・給
与所得の課税起点は８００元を超える部分，かつ７
級の超額累進課税であるのに対して，「個人所得
調節税暫行条例」では，地区別に差を設けて設
定された地区別の控除基数（４区分）の３倍以上
の所得部分に対して課税されることになってい
る。上記「個人所得税法」の③（原稿料，翻訳料
なども含む），⑤は共通に２０％課税とされていた
が，「個人所得調節税暫行条例」では別々に分け
て規定され課税されることとなっている７６）。

２　流通税

１　産品税

　１９８４年の第二次利改税改革に合わせて，従来
流通税的性格のものを総体的に込む形で設定さ
れていた工商税７７）が，指令性計画による経済運
営から転換の方向にむけられたのに合わせて，
政策目的に応じた積極税制を組織するために，
内包されていた個別的性格に応じて独立した形
で設けられた。産品税は基本的には製品販売収
入に対して課税され，コストの高低，利潤の有
無に拘わらず課税される。納税者：①課税対象
工業品生産単位・個人，②課税対象農・林・牧・水
産品買付国営・集団単位，農・林・牧・水産品を生
産し直接非国営・非集団単位に販売した単位・個
人，③課税対象製品委託加工単位・個人，④課税
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対象製品輸入単位・個人。税率：３～６０％，大
型電力は１００万 KWにつき１０元。当初２４分類，
２７０税目であるが，その後一部品目が増値税に組
み替えられていく７８）。産品税の減免，還付措置
の中には輸出入に対する政策意図を反映した内
容も組込まれている７９）が，これについての詳細
は，改めて後の別稿で整理したい。
　なお，中国で生産活動を行い，対象商品を輸
入する合弁企業，合作企業，外資独資企業の場
合は，１９５８年の「中華人民共和国工商統一税条
例（草案）」により工商統一税を納付する８０）。以
下で述べる増値税，営業税についても同様であ
る８１）。この段階の中国は，税制の今後の方向を
探る段階にあり，先ず中国国内の税制体制を整
えること（税目，税率ともに）に重点を置き，然
る後に対外的に制度を一体化した形のものにす
るという考え方を基礎に置いていた。この間に
おいては，外国側に不利にならないように配慮
した８２）。
２　増値税

　増値税は産品税と同様に，１９８４年工商税から
独立する形で設けられた。増値税は流通税であ
るが，商品販売額の中の付加価値部分にのみ課
税するという特徴をもつ。この意味において，
上記の産品税と異なる。納税者：中国国内にお
いて増値税課税対象となっている製品を生産・輸
入する単位・個人。具体的には，①増値税課税対
象となっている製品を生産する単位・個人，②同
上製品を輸入する単位・個人，③同上委託加工す
る単位・個人，④国外の単位・個人が中国に当該
税課税対象商品を送る場合，国内に代理人がい
る場合，代理人が納税者となる。代理人がない
場合，代金支払者が納税者となる。増値税の課
税対象価額は，輸入品を販売する場合と生産し
た製品を販売する場合で区別される。増値税税
目は甲類と乙類に分けられ，前者の価額設定計
算では，甲類，乙類ともに控除がおこなわれな
い８３）。後者では，金額控除法と税額控除法の二

通りがある８４）。この場合控除対象となるのは，
いずれも外部から購入した原材料，部品等を使
用して生産した場合の外部から購入した原材料，
部品等の部分である。増値税税目と控除項目表
は当初は１２税目で，税率は６～１６％となってい
る８５）が，上段で既に触れたように，増値税税目
が増加され，１９８８年には３１税目，８～４５％の１４４
税率，基本税率は１４％とされている８６）。増値税
の減免，還付措置の中には，製品の質の向上，
輸出入に対する政策的意図を反映した内容も組
み込まれている８７）が，これについては，改めて
後の別稿で整理する。
　「産品税条例（草案）」と「増値税条例（草案）」
では，１９８４年１０月１日から，上述「産品税」「増
値税」に関し全面的に輸入徴税，輸出税還付が
実行されることとなっているが，実際には，８５
年３月２２日に出された「関于批転財政部〈関于進
出口産品征，退産品税或増値税的規定〉的通知」
にもとづき，８５年４月１日から実施された８８）。
３　営業税

　営業税の徴税対象は第三次産業と一部工業領
域に及ぶ。具体的には，商業，建設・据付，金
融・保険，郵便・電信・電話・メディア，公共事
業，娯楽，ホテル・各種サービス業，自己販売の
一部工業・加工・修理業等と範囲が広い。納税者
は中国で上記の業務を経営して営業収入を得た
単位・個人である。営業税税目と税率は，①商品
小売３％，②商品卸売１０％，③交通・運輸３～
１５％，④建設・据付３％，⑤金融保険５％，⑥
郵便・電信・電話・メディア３％，⑦出版３％，
⑧公共事業３％，⑨娯楽３～１０％，⑩サービス
業３～５％，⑪臨時的営業５～１０％である。営
業税減免，還付措置には，輸出入に対する政策
的意図を反映した内容も組込まれている８９）。
　この外に流通税に属するものとしては，いず
れも地方税である家畜取引税９０），市場（いちば）
取引税９１）があるが９２），内外経済関係からみた税
制上特別事情はない。
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３　資源・財産税

１　資源税

　〈資源税〉
　資源税は，１９８４年発布された「中華人民共和
国資源税条例（草案）」により設けられた，原油，
天然ガス，石炭，金属工業産品，その他の非金
属鉱産品の資源開発単位・個人に対する税であ
る。資源税は，当初産品販売所得利潤率にもと
づき，超率累進税率によって課税されたが，８６
年から原油，天然ガス，石炭は従量定額税に切
り替えられた。原油，石炭の採掘，生産の過程，
設備建設等で使用される原油，石炭に対しては
税減免がある９３）。
　〈塩税〉
　塩税はこれまで１９５０年の政務院公布の「関于
全国塩務工作的決定」によって徴税されてきて
おり，従来正式の税制法規は存在しなかった。
１９８４年の「中華人民共和国塩税条例（草案）９４）」
は，建国以来の初めての塩税条例である９５）。資
源に関する税は元来特殊に有利な自然的条件に
よって得られる差額収入に課される税で，固有
にこの種の税は内外経営主体如何と関係がない
ものである。塩税については，工業用塩，牧業
用塩，輸出用塩等に対しては，税減免措置があ
る９６）。
２　財産税

　財産税には，都市不動産税，家屋税９７），都
市・町土地使用税９８），車両・船舶使用税，耕地占
用税，不動産権利移転契約証税（いずれも地方
税）が含まれる。
　〈都市不動産税〉
　都市不動産税９９）は，１９５１年家屋税と土地税を
合併して一つの税としたものである。中国では
土地は全人民所有と集団所有であり，都市の土
地は全人民所有であるから，何らかの単位・個人
がその所有権をもつことはない。改革・開放後
の状況に応じて，国務院は１９８６年都市不動産税
を家屋税と土地使用税に二分して設けることに

したが，両税法は憲法理念上の整合的正式の立
法手続を経ていなかったため，徴税が開始され
た８６年１０月１日以後適用は内資企業，単位，個
人に限られ，中国内の外資系企業や外国人には
５１年の都市不動産税が課される１００）。
　〈車両・船舶使用税〉
　車両・船舶使用税１０１）は元来１９８４年従来の同鑑
札税を使用税と改め制定の予定であったが，８６
年９月になってようやく制定された。本税も立法
上の理由から，中国国内の内資企業と中国人の
みに適用され，外資系企業や外国人には，１９５１
年制定された「車船使用牌照税暫行条例１０２）」が
適用される。
　〈耕地占用税〉
　耕地占用税１０３）は，耕地を占用して家屋を建
設するとか，非農業建設活動を行う単位と個人
に課す税である。外資系企業に対しては適用さ
れない（第１４条）。
　〈不動産権利移転契約証税〉
　不動産権利移転契約証税は１９５０年３月発布さ
れた「契税暫行条例」によっている。その後社
会主義改造によって，土地の売買や譲渡は禁止
され，家屋の財産権移動等も少なくなり，全国
的に本税は停止状態であったが，改革・開放後
の動きにつれて，財政部がこの面での政策を強
化してきた。この税は家屋の売買，質権の設定，
贈与，交換等財産権の移転登記にともない，契
約の成立に合わせて，譲受人に課する地方税と
しての税である１０４）。

４　行為税１０５）

　〈印紙税〉
　印紙税は１９５０年１２月から全国的に正式に徴収
されるようになったが，５８年には工商統一税に
入れられ，８８年「中華人民共和国印花税暫行条
例１０６）」によって，独自の単独地方税として設定
された。既に触れたように，外資系企業は工商
統一税によるので，工商統一税を納めない外国
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企業が行った契約には印紙税が課される１０７）。
　〈屠殺税〉
　屠殺税は１９５０年の「屠宰税暫行条例１０８）」に
よって設定された地方税である。外資系企業も
徴税対象者である１０９）。
　〈城市維持建設税〉
　城市維持建設税１１０）は，１９８５年に都市維持建
設資金を調達するために，産品税，増値税，営
業税を納付する単位・個人に，実納したこれら税
額にもとづいて徴収する地方税で，これら税の
一種の付加税である１１１）。外資系企業には本税は
暫し課されないこととされている１１２）。
　〈建築税〉
　建築税１１３）は，改革・開放後，１９８２年頃から
固定資産投資の膨張に対応して，この投資膨張
を間接的にコントロールするため１９８３年に導入
された。本稿の対象時期の条例は１９８７年に発布
されたものであるが，一貫して国際金融機関，
外国政府借款，外国からの寄贈等による固定資
産投資，外資系企業の固定資産投資に対しては
適用されない１１４）。
　〈ボイラー・工業炉オイル税〉
　ボイラー・工業炉オイル税１１５）は，ボイラーと
工業炉用の原油，重油に対して課される従量定
額税である。課税対象者は原油，重油の使用単
位で，原油，重油の販売時供給単位が代理徴収
し代理納税する。
　〈賞与税〉
　賞与税には国営企業賞与税１１６），集団企業賞与
税１１７），事業単位賞与税１１８）の三種がある。これ
らはいずれも，各国営企業，集団企業，事業単
位が支給した賞与金で，国家規定限度額を超過
した部分に対して企業に課される税である１１９）。
　〈国営企業給与調節税〉
　国営企業賃金調節税１２０）は，賃金総額を経済
成果と連動させて変動させるシステムをとって
いる国営企業で，当該年の増加賃金総額が，国
家が査定した前年の賃金総額の７％を超える部

分について課す税である１２１）。
　〈宴席税〉
　宴席税は１９５１年「特殊消費行為税暫行条例」
によって設けられたが，５３年の税制改革時に取
り消され，８８年独立した宴席税１２２）として設定
された。中国国内のホテル，各種宿泊所，飲食
店などで宴会をおこなった単位・個人に課され
る。地方税につき，香港・マカオ・台湾同胞，
海外華僑，外国人の主催した宴席についての課
税・免税は，地方の規定による（第４条）１２３）。
　さて，いささか冗長な税制改革全体像との対
比でいえば，内外一本化していない（国内主体と
截然と区別された税制上の待遇を受ける―既に
述べたように，必ずしも不利益差別待遇という
わけではなく，優遇といえる部分もかなりある）
税は，①外資系企業，外国企業関連の所得税，
②個人所得税，③工商統一税，④都市不動産税，
⑤車両・船舶使用鑑札税，⑥関税，⑦輸入調節
税，⑧船舶トン税である。これらの詳細な内容
は，後に別稿で取り扱う予定である。
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国人民代表大会常務委員会第９回会議通過，同５
月１日施行。

 ２３） 張漢興主編『中国会計実務全書』，中国物価出
版社，１９９３年，３４３～３４４頁。

 ２４） 外貿会計には，①資金回転上，輸出面では人民
元－商品－外貨－人民元，輸入では人民元－外
貨－商品－人民元という資金回転となるという特

質，②会計計算上外貨計算と人民元計算の二種の
会計計算となること，③利潤計算上輸出入上１ド
ル当たりの人民元コストが問題となるという点，
④国家の対外政策の遂行上から見た個別国家毎の
経済計算の必要性があること，⑤一般企業では販
売流通費用は販売額をベースにするが，輸出では
国外価格の変動が大きく出る可能性があるため，
販売額をベースにできないこともあるので，輸出
コストをベースにする等々，といった特殊性があ
る（《当代中国》叢書編輯部編輯『当代中国対外
貿易（上）』，当代中国出版社，１９９２年，２２１頁）。

 ２５） 《当代中国》叢書編輯部編輯『当代中国対外貿
易（上）』，当代中国出版社，１９９２年，２２０～２２１
頁。

 ２６） 拙稿「プロレタリア文化大革命・四人組期の混
乱収束から改革・開放への転回過程における中国
対外経済貿易機構の再編（Ⅲ）」，『広島経済大学
経済研究論集』第３１巻第３号，２００８年，９９頁

 ２７） 鐘朋栄著『十年経済改革─歴程・現状・問題・
出路』，河南人民出版社，１９９０年，１４１頁，同上拙
稿，９９頁。

 ２８） 鐘朋栄著『十年経済改革─歴程・現状・問題・
出路』，河南人民出版社，１９９０年，１４１頁。

 ２９） 同上書，１４２頁，拙稿「プロレタリア文化大革
命・四人組期の混乱収束から改革・開放への転回
過程における中国対外経済貿易機構の再編（Ⅲ）」，
『広島経済大学経済研究論集』第３１巻第３号，１０１
頁。

 ３０） 拙稿「計画的商品経済体制の下における対外経
済貿易の全体的枠組」，『広島経済大学経済研究論
集』第３２巻第４号，２０１０年，１１～１３頁。

 ３１） １９８４年９月１５日の「国務院批転対外経済貿易部
関于外貿体制改革意見的報告的通知」（１９８４年９
月１５日），国家計画委員会条法弁公室編『重要経
済法規資料選編・１９７７─１９８６』，中国統計出版社，
１９８７年，１１０～１１３頁。

 ３２） 鐘朋栄著『十年経済改革─歴程・現状・問題・
出路』，河南人民出版社，１９９０年，１４２頁。

 ３３） 同上書，１４２頁，《当代中国》叢書編輯部編輯
『当代中国対外貿易（上）』，当代中国出版社，１９９２
年，２０４頁。

 ３４） 《当代中国》叢書編輯部編輯『当代中国対外貿
易（上）』，当代中国出版社，１９９２年，２１２頁。

 ３５） 拙稿「中国対外貿易機構の変遷（Ⅴ－４）」，
『広島経済大学経済研究論集』第２３巻第１号，
２０００年，７８～７９頁。

 ３６） 拙稿「同上（Ⅱ－１）」，同上『論集』第１６巻第
２号，１９９３年，２８～７９頁。

 ３７） 拙稿「同上（Ⅲ－１－②）」，同上『論集』第１８
巻第１号，１９９５年，４９～５１頁。

 ３８） 《当代中国》叢書編輯部編輯『当代中国対外貿
易（上）』，当代中国出版社，１９９２年，２１４頁。従
来国家規定によって自己資金の他への移譲，変動
などは，逐一元の支給部門の批准を経て級を逐っ
て転記しなければならなかったが，１９７０年からこ
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の手続は取り消されたが，報告表に記載され，状
況変化が監督される点は変わらなかった（同書，
２１４頁）。

 ３９） 同上書，２１３頁。
 ４０） 同上書，２１５頁。
 ４１） 同上書，２１７～２１８頁。
 ４２） 同上書，２２３～２２４頁。
 ４３） 漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財
政経済出版社，１９９２年，２６７～２６８頁，劉隆亨著
『中国税法概論』，北京大学出版社，１９８６年，２３１～
２３５頁。

 ４４） 漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財
政経済出版社，１９９２年，２７３～２７５頁，劉隆亨著
『中国税法概論』，北京大学出版社，１９８６年，２３５
頁。

 ４５） 国家は農業発展のために，農業所得の低い納税
人に対して特定の優遇措置を与えるというもので
ある（漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国
財政経済出版社，１９９２年，２７５頁）。

 ４６） 改革・開放につれて，多種経営，農林特産物生
産の発展に応じたもの。例えば，１９８３年の茶葉生
産は７８年比で５０％増，蚕繭，同５５％増，果物，
同４４％増，淡水魚養殖，同８７％増，天然ゴム，同
７０％増で，税負担の高い食糧生産を２６％も上回っ
た。なお，１９８９年３月より産品を区分けして整備
された規定が定められた。これは，特産物は自然
条件や歴史的条件によって，各地で課税対象の品
種，数量にも差があったため，１９８９年３月国務院
は統一規則によって，農林特産物所得を区分け
（園芸作物所得，林産所得，水産物所得等）して課
税する統一規則を制定したものである。また，各
省，自治区，直轄市政府は統一規定の外の農林特
産税を課することが求められた（同上書，２７６～２７７
頁）。

 ４７） 農業税による実物徴収と国家農産品統一買付を
結合し，食糧と工業原料を掌握していた。税によ
る掌握は統一買付をより確実に保証するもので
あった（同上書，２７７頁）。

 ４８） 漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財
政経済出版社，１９９２年，２７７～２７８頁，劉隆亨著
『中国税法概論』，北京大学出版社，１９８６年，２３６
頁。なお，現物食糧穀物によって徴税が継続され
る場合，糧食部門も同様の比率で財政部門と税収
を清算する。経済作物区も食糧穀物区と同様に執
行する。農業税は地方税である。

 ４９） この経緯については，中国研究所編『新中国年
鑑・１９８３年版』，大修館書店，１９８３年，７５～７６頁
参照。

 ５０） 当時の経済体制の前提の下で新たな体制を構築
していくことは難しく，ここにまた経済体制改革
の課題があり，体制改革と併行して進められなけ
ればならないということになる。したがって，
「今後３年間価格の大幅な調整をやらないという
条件のもとで，税制改革し，利潤を税で換えてい
くテンポを加速していかなければならない。…こ

こ数年来試点でやってきたが，…この方向は肯定
さるべきである。これは二段に分けてやる。第一
段階は税利併存，…第二段階は価格体系が基本的
に合理的なったという基礎の上で，利益がどれだ
けかによる累進所得税を課する（趙紫陽「関于第
六個五年計画的報告─１９８２年１１月３０日在第５届全
国民代表大会第５次会議上」，『人民日報』１９８２年
１２月１４日号）。

 ５１） 劉隆亨著『中国税法概論』，北京大学出版社，
１９８６年，３１頁。

 ５２） 「関于国営企業利改税試行弁法」（１９８３年４月），
「関于対国営企業征収所得税的暫行規定」（同年４
月）等（国家計画委員会条法弁公室編『重要経済法
規資料選編 １９７７－１９８６』，中国統計出版社，１９８７
年，９１５～９２７頁）。

 ５３） 納税後は独立採算とし，国は経営資金を配分し
ないが，利潤の多い企業に対しては一部請負費と
して，あるいは利潤上納をさせることができる
（同上「弁法」第２条）。

 ５４） 北京，天津，上海の飲食サービス公司について
は，これと若干異なる。県以上の供銷社，県の公
司あるいは県供銷社の単位は，八級の所得等級別
課税によるものとし，その外国家は何の手当ても
しないし，国家の規定する商品以外は，国家は価
格補填もしない。さらに，税引き後の利潤水準を
勘案した調整がある。

 ５５） 国務院，財政部，国家経済委員会の批准を経て
首鋼の逓増請負上納法を実行した少数企業は請負
満期前には利改税の方法を実行しない。

 ５６） ①利改税実施後は他の条件によって，特別に大
きな影響を受けるとか，国務院の批准を経ると
か，上述の所得税納付後の利潤の中から一部国家
に上納する方式による場合を除き，一律に調整は
行わない。②国営企業が特定のプロジェクト用の
借入を返却する時には，財政部の審査・同意を経
て，所得税納付前のこのプロジェクトによって得
た増分利潤を用いることができる。以後特定のプ
ロジェクトについて銀行融資を受ける時には，こ
のプロジェクト用に１０～３０％の自己資金を用意し
なければならない。③企業の納付する所得税は，
企業の隷属関係に応じて各々中央財政と地方財政
に納付され，中央の地方に対する財政請負基数と
配分比率は一律に調整はない。④民族自治区の利
改税の実施は原則上本法によるが，具体的な方法
については地方政府がその地に適した方法をとる
（民族商業企業に対して従来国家が与えてきた優
遇はそのまま残される）。

 ５７） 調節税率の査定の細部ついては別規定があり，
１９８５年から執行される。

 ５８） 「中華人民共和国国営企業所得税条例（草案）」
付表（１９８４年９月１８日国務院発布），国家計画委員
会条法弁公室編『重要経済法規資料選編 １９７７－
１９８６』，中国統計出版社，１９８７年，９８６～９８７頁。

 ５９） 小型企業については細かい規定がある。
 ６０） これについては，財税部門商業主管部門が査定
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する。省レベルの財税部が門査定した減税額につ
いては，財政部の批准を要する。

 ６１） 「国務院批転財政部関于在国営企業推行利改税
第二歩改革的報告的通知」（１９８４年９月１８日），附
一「同報告」，附二「国営企業第二歩利改税試行
弁法」（１９８４年８月１０日），国家計画委員会条法弁
公室編『重要経済法規資料選編 １９７７－１９８６』，中
国統計出版社，１９８７年，９５６～９６１頁，「中華人民
共和国国営企業所得税条例（草案）」付表（１９８４年
９月１８日国務院発布），同上『選編 １９７７－１９８６』，
９８６～９８７頁。

 ６２） 具体的には，漆多俊・戴厳森主編『中国税法通
覧』，中国財政経済出版社，１９９２年，１８７～１９０頁
参照。

 ６３） 同上書，２０１～２０２頁。集団所有制企業としての
所得税対象は，①工業（手工業を含む）合作工場
（社），商業企業（購買・販売合作社，合作商店），
サービス合作企業，建築・装備企業，交通運輸，
地区居民委員会などで設立した企業，郷鎮企業，
その他機関・企業事業単位・部隊所属工場等，②集
団企業の管理機構の費用として企業が提供した費
用で余剰部分，③各級の購買・販売合作社及びそ
の所属企業で主管部門と工商行政管理部門の批准
したもの，生産手段が集団所有で統一計算，損益
共同負担のもの（同上書，２０２～２０３頁，「中華人民
共和国集団企業所得税暫行条例」第１条）。

 ６４） 「中華人民共和国集団企業所得税暫行条例」
（１９８５年４月１１日発布），国家計画委員会条法弁公
室編『重要経済法規資料選編 １９７７～８６』，中国統
計出版社，１９８７年，９９５～９９７頁。集団企業の減
免税の具体的措置は，漆多俊・戴厳森主編『中国
税法通覧』，中国財政経済出版社，１９９２年，２０４～
２０６頁の詳細参照，なお，１９８６年３月，帰国華僑
や外国の被災・迫害を受けて帰国した華僑の国営
華僑農（林）場で新たに設立した集団企業に対して
は，所得税，産品税，増値税営業税，賞与税が３
年免除される外，これら華僑の安定的定住のため
の限定的減免措置が設けられた（同書，２０６頁）。
地方税である。

 ６５） 中国企業史編輯委員会編『中国企業史・現代巻
（中）』，企業管理出版社，２００２年，２９５～２９８頁。

 ６６） 雇用人員が８人を超えると私営企業として取り
扱われる（後にみる「中華人民共和国私営企業暫
行条例」第２条〈中国最新経済法律法規全書編集
委員会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，
改革出版社，１９９３年，４１３頁〉）。

 ６７） 「中華人民共和国城郷個体工商業戸所得税暫行
条例」（１９８６年１月７日発布），国家計画委員会条
法弁公室編『重要経済法規資料選編 １９７７～８６』，
中国統計出版社，１９８７年，１００６～１００７頁。「暫行
条例」の税減免規定の外にも特別措置がある（漆
多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財政経
済出版社，１９９２年，２４３～２４４頁）。

 ６８） 「中華人民共和国私営企業暫行条例」（１９８８年６
月２５日発布），（中国最新経済法律法規全書編集委

員会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，
改革出版社，１９９３年，４１３頁）。

 ６９） 「中華人民共和国私営企業所得税暫行条例」，同
上「全書・上冊」，９１７頁。

 ７０） 中国企業史編輯委員会編『中国企業史・現代巻
（中）』，企業管理出版社，２００２年，３００頁。

 ７１） 「中華人民共和国個人所得税法」（１９８０年９月１０
日公布），中国最新経済法律法規全書編集委員会
編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，改革
出版社，１９９３年，８５６頁，同邦訳，日本国際貿易
促進協会『中国対外経済関係法令集』，１９８４年，
１９６頁。

 ７２） ②，③，④については，４,０００元未満の場合は
８００元控除，４,０００元を超える場合は２０％控除。

 ７３） 控除なし。なお，科学，技術，文化の成果に対
する賞金，退職金，保険賠償金などの個人所得は
免税（第４条，前掲『全書・上冊』，８５６頁，同邦
訳，前掲『法令集』，１９６頁）。

 ７４） 漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財
政経済出版社，１９９２年，２４６頁。

 ７５） 安体富主編『当前中国税制改革研究』，中国税
務出版社，２００６年，２００頁。

 ７６） 「中華人民共和国個人所得調節税暫行条例」
（１９８６年９月２５日発布），中国最新経済法律法規全
書編集委員会編著『中国最新経済法律法規全書・
上冊』，改革出版社，１９９３年，９１３～９１５頁。な
お，「個人所得税法」，「個人所得調節税暫行条例」
のいずれにも，免税規定がある。なお，１９９４年か
ら「個人所得調節税」，「個人経営商工業所得税」，
「国営企業賃金調節税」，各種「賞与税」は「個人
所得税法」に組み込まれることになる（劉佐著
『中国税制５０年〈１９４９ 年─１９９９年〉』，中国税務出
版社，１９９９年，８３２頁）。外資系企業，外国企業に
対する所得税税制については，別の税制になって
いる。「プロレタりア文化大革命・四人組期の混乱
収束から改革・開放政策への転回過程における中
国対外経済貿易機構の再編（Ⅳ）」，『広島経済大学
経済研究論集』第３１巻第４号，２００９年を参照。そ
の後の新たな１００％外資独資企業等の場合も含め
た状況については，改めて別稿で整理する予定で
ある。

 ７７） 工商税の対象とする経済活動には，産品・製品
製造に関するものも含まれるし，営業活動に関す
るものも含まれる。また，課税対象は商品販売収
入もあり，サービス業収入もある（張学斌著『中
国渉外法概論』，北京大学出版社，１９９７年，１８３
頁）。

 ７８） 「中華人民共和国産品税条例（草案）」（１９８６年９
月１８日発布），中国最新経済法律法規全書編集委
員会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，
改革出版社，１９９３年，８７６～８８７頁。１９８６～８９年
までに１７４品目が増値税対象品目に改められた（漆
多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財政経
済出版社，１９９２年，８２頁，《当代中国》叢書編輯
委員会編輯『当代中国的工商税収（下）』，当代中
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国出版社，１９９４年，２３頁）。産品税の減免規定（第
７条）の中には，例えば，「国家が輸出奨励する産
品税課税対象商品は，生産単位の直接輸出するも
のについては免税する」あり，「既に納税したも
のについては，輸出者は輸出通関後申請よって税
が還付される」といった規定がある。

 ７９） 《当代中国》叢書編輯委員会編輯『当代中国的
工商税収（下）』，当代中国出版社，１９９４年，６９頁。

 ８０） 「中華人民共和国増値税条例（草案）」（１９８４年９
月１８日発布），中国最新経済法律法規全書編集委
員会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，
改革出版社，１９９３年，８８８～８８９頁，漆多俊・戴
厳森主編『中国税法通覧』，中国財政経済出版社，
１９９２年，１０６～１０７頁，４８２～４８３頁，安体富主編
『当前中国税制改革研究』，中国税務出版社，２００６
年，１０～１１頁，拙稿「中国改革・開放端緒期の対
外経済貿易推進各種優遇政策」，『広島経済大学経
済研究論集』第３２巻第３号，２００９年，９～１０頁，
注２９参照。

 ８１） 《当代中国》叢書編輯委員会編輯『当代中国的
工商税収（下）』，当代中国出版社，１９９４年，２４３
頁。

 ８２） 同上書，同上頁。
 ８３） 〔（CIF価格＋関税）÷（１－増値税税率）〕×税率
 ８４） 甲類商品：金額控除法（製品販売額－控除金

額）×税率，乙類商品：税額控除法 製品販売額×
税率－控除税額

 ８５） 「中華人民共和国増値税条例（草案）」（１９８４年９
月１８日発布），中国最新経済法律法規全書編集委
員会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，
改革出版社，１９９３年，８８９頁付表。

 ８６） 漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財
政経済出版社，１９９２年，１０８頁，同書に１９８８年の
増値税税目税率表が付されている（１１０～１１５頁）。

 ８７） 《当代中国》叢書編輯委員会編輯『当代中国的
工商税収（下）』，当代中国出版社，１９９４年，６９～
７６頁。

 ８８） 同上書，６９頁。
 ８９） 「中華人民共和国営業税条例（草案）」（１９８４年９
月１８日発布），中国最新経済法律法規全書編集委
員会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，
改革出版社，１９９３年，８８９～８９０頁，８９１頁付表。

 ９０） 「牲畜交易税暫行条例」（１９８２年１２月１３日発布），
中国最新経済法律法規全書編集委員会編著『中国
最新経済法律法規全書・上冊』，改革出版社，
１９９３年，８７１～８７２頁，内外統一適用，前掲書，
２４３頁，２４８頁。地方税である。

 ９１） 「関于加強集市貿易市場税収征収管理的規定」
（１９８３年１月２８日公布）によるといわれている
（《当代中国》叢書編輯委員会編輯『当代中国的工
商税収（下）』，当代中国出版社，１９９４年，３２５頁，
漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財政
経済出版社，１９９２年，２９２頁，３１１頁，１５３頁）。
納税対象者からして外資系企業は関与することが
ない。地方税である。

 ９２） 両税は取引行為に対する行為税とする立場（王
傳倫「中国税制改革的重要一歩」，北京経済管理
国際学術討論会論文匯編編輯者『中外経済管理理
論与方法─北京経済管理国際学術討論会論文集』，
河北人民出版社，１９８７年，９１頁）もあるが，ここ
では流通税として取り扱っておく。

 ９３） 「中華人民共和国資源税条例（草案）」（１９８４年９
月１８日発布），中国最新経済法律法規全書編集委
員会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，
改革出版社，１９９３年，８９１～８９２頁，漆多俊・戴
厳森主編『中国税法通覧』，中国財政経済出版社，
１９９２年，２８７頁，同書に１９８６年の資源税定額税率
表が付されている（２８６頁）。

 ９４） １９７３年工商税に統一されたが元の名前がそのま
まになっていた（《当代中国》）叢書編輯委員会編輯
『当代中国的工商税収（下）』，当代中国出版社，
１９９４年，５頁）。「中華人民共和国塩税条例（草
案）」（１９８４年９月１８日発布），中国最新経済法律
法規全書編集委員会編著『中国最新経済法律法規
全書・上冊』，改革出版社，１９９３年，８９２～８９３頁。

 ９５） 劉隆亨著『中国税法概論』，北京大学出版社，
１９８６年，１７３頁，袁振宇・金仁雄著『国営企業利
改税』，中国財政経済出版社，１９８６年，１４４頁。

 ９６） 何明剛・張思武・文盛貴・王暁冬主編『‘９４　中
国税収制度及実務』，四川大学出版社，１９９４年，
２３４頁。

 ９７） 「中華人民共和国房地産税暫行条例」（１９８６年９
月１５日発布），中国最新経済法律法規全書編集委
員会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，
改革出版社，１９９３年，９１２頁。

 ９８） 「中華人民共和国城鎮土地使用税暫行条例」
（１９８６年９月２７日発布），同上書，９２０～９２１頁。

 ９９） 「城市房地産税暫行条例」（１９５１年８月３日公
布），国家税務総局弁公庁編『中華人民共和国工
商税収基本法規匯編』，１９９６年，２４７～２４９頁。

１００） 檀録華・古建芹主編『外経外貿税収及会計核
算』，中国経済出版社，１９９３年，１３９頁，《当代中
国》叢書編輯委員会編輯『当代中国的工商税収
（下）』，当代中国出版社，１９９４年，１５７頁，漆多
俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財政経済
出版社，１９９２年，２９２頁，３１１頁，３４６～３４７頁。
国家税務総局弁公庁編『中華人民共和国工商税収
基本法規匯編』，１９９６年の注記によれば，１９９６年
時点では外資系企業，外国企業，外国人の家屋に
は課税しているが，土地には課税していないと述
べられている（２４９頁）。地方税である。

１０１） 「中華人民共和国車船使用税暫行条例」（１９８６年
９月１５日発布），中国最新経済法律法規全書編集
委員会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，
改革出版社，１９９３年，９１２頁。地方税である。

１０２） 「車船使用牌照税暫行条例」（１９５１年９月２０日発
布），国家税務総局弁公庁編『中華人民共和国工
商税収基本法規匯編』，１９９６年，２５６～２５９頁。

１０３） 「中華人民共和国耕地占用税暫行条例」（１９８７年
４月１日発布），中国最新経済法律法規全書編集
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委員会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，
改革出版社，１９９３年，９１５頁，何明剛・張思武・文
盛貴・王暁冬主編『‘９４　中国税収制度及実務』，
四川大学出版社，１９９４年，２３４頁。

１０４） 劉隆亨著『中国税法概論』，北京大学出版社，
１９８６年，２０３～２０４頁，漆多俊・戴厳森主編『中
国税法通覧』，中国財政経済出版社，１９９２年，３５４
頁，何明剛・張思武・文盛貴・王暁冬主編『‘９４　
中国税収制度及実務』，四川大学出版社，１９９４年，
２２５～２２７頁。

１０５） 行為税は国家の規定したある特定の行為に基づ
いて徴税する税である（漆多俊・戴厳森主編『中
国税法通覧』，中国財政経済出版社，１９９２年，１０
頁）。

１０６） 「中華人民共和国印花税暫行条例」（１９８８年８月
６日発布），中国最新経済法律法規全書編集委員
会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，改
革出版社，１９９３年，９１８頁。

１０７） 《当代中国》叢書編輯委員会編輯『当代中国的
工商税収（下）』，当代中国出版社，１９９４年，２４８頁。

１０８） 「屠宰税暫行条例」（１９５０年１２月１３日発布），前
掲書，８６９頁。

１０９） 上掲書，２４８頁，何明剛・張思武・文盛貴・王
暁冬主編『‘９４　中国税収制度及実務』，四川大学
出版社，１９９４年，１４６頁。

１１０） 「中華人民共和国城市維護建設税暫行条例」
（１９８５年２月８日発布），前掲書，８９８～８９９頁。

１１１） 漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財
政経済出版社，１９９２年，３９４頁。付加税であるこ
との意味から，本税を流通税に入れて分類される
こともある（何明剛・張思武・文盛貴・王暁冬主
編『‘９４　中国税収制度及実務』，四川大学出版
社，１９９４年，１２６頁）。

１１２） 漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中国財
政経済出版社，１９９２年，３９６頁，何明剛・張思武・
文盛貴・王暁冬主編『‘９４　中国税収制度及実務』，
四川大学出版社，１９９４年，１２９頁。内容自体とし
ては，もっと後に触れるべきことであるが，本税
はずっと今日まで外資系企業には課されていな
かったが，最近の新聞報道によれば，２０１０年１２月
１日から外資系企業にも同税が課されることに
なったようである。また，１９８６年４月に発布され
た「征収教育費付加的暫行規定」（１９８６年４月２８
日発布）による教育費付加金も課されていなかっ
たが，同様に本年１２月１日から，外資系企業に課

されることになったようである。これによって，
外資系企業は関連税負担が最大で１０％増す見通し
という（『日本経済新聞』２０１０年１０月２３日号）。

１１３） 「中華人民共和国建設税暫行条例」（１９８７年６月
２５日発布），中国最新経済法律法規全書編集委員
会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，改
革出版社，１９９３年，９１６頁。当初は中央財政収入
であったが，１９８５年の国務院通知によって中央・
地方シァリング税となった（劉隆亨著『中国税法
概論』，北京大学出版社，１９８６年，２１９頁）。参考
までに述べると，基本的な税の多くは中央・地方
シァリング税となっている（漆多俊・戴厳森主編
『中国税法通覧』，中国財政経済出版社，１９９２年，
１７頁）。

１１４） 《当代中国》叢書編輯委員会編輯『当代中国的
工商税収（下）』，当代中国出版社，１９９４年，１８３～
１８９頁。

１１５） 「関于征収焼油特別税的試行規定」（１９８２年４月
２２日発布），中国最新経済法律法規全書編集委員
会編著『中国最新経済法律法規全書・上冊』，改
革出版社，１９９３年，８７０～８７１頁。中央政府税で
ある。

１１６） 「国営企業奨金税暫行規定」（１９８４年６月２８日発
布，８５年７月３日改定），中国最新経済法律法規
全書編集委員会編著『中国最新経済法律法規全
書・上冊』，改革出版社，１９９３年，９０５頁。

１１７） 「集団企業奨金税暫行規定」（１９８５年８月２４日発
布），同上書，９０８頁。

１１８） 「事業単位奨金税暫行規定」（１９８５年９月２０日公
布），同上書，９０８頁。

１１９） 《当代中国》叢書編輯委員会編輯『当代中国的
工商税収（下）』，当代中国出版社，１９９４年，１９８～
２０３頁，漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中
国財政経済出版社，１９９２年，１７頁。

１２０） 「国営企業工資調節税暫行規定」（１９８５年７月３
日発布），上掲書，９０２～９０３頁。

１２１） 《当代中国》叢書編輯委員会編輯『当代中国的
工商税収（下）』，当代中国出版社，１９９４年，２０２～
２０３頁，漆多俊・戴厳森主編『中国税法通覧』，中
国財政経済出版社，１９９２年，１７～１８頁。

１２２） 「中華人民共和国筵席税暫行条例」（１９８８年９月
２２日発布），前掲書，９２１頁，

１２３） 《当代中国》叢書編輯委員会編輯『当代中国的
工商税収（下）』，当代中国出版社，１９９４年，１７３～
１７５頁。
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